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新型コロナウイルスに係る本市の対応について（第２報） 

 

 

３月２日に「新型コロナウイルス感染症対策会議（第２回）」を開催し、市有施設の一時休館等

について、決定しましたのでお知らせします。 

 

１ 日 時  令和２年３月２日（月）午後４時～午後５時１５分 

２ 場 所  市役所庁議室 

３ 主な議題  

市有施設の一時休館（業務継続計画）について 

４ 会議結果 

 (1) 不特定多数の利用者が利用する屋内施設について、原則として３月３１日まで一時休館又

は施設内の一部利用制限を実施する。 

   ※一時休館又は施設内の一部利用制限を実施する施設は別紙のとおり 

 (2) 開館を継続する施設については、取り得る限りの感染対策を徹底する。 

 (3) 新型コロナウイルス感染症の今後の感染の広がりや重症度を見ながら、適宜見直すことと

する。 

 (4) 一時休館等を実施する市有施設については、市ホームページへの掲載等、必要な周知を行

う。 
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